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船
員
保
険
疾
病
任
意
継
続
の
加
入
に
つ
い
て

　 
 
 
 
 

全
国
健
康
保
険
協
会
船
員
保
険
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
船
員
の
方
が
退
職
（
下
船
）
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
翌
日
か
ら
、
お
持

ち
の
船
員
保
険
の
保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
船
員
保
険
で
は
、
一
定
の
加
入
条
件
を
満
た
す
場
合
、船
員
保
険
疾
病

任
意
継
続
に
ご
加
入
い
た
だ
け
ま
す
。

　
以
下
は
、
船
員
保
険
疾
病
任
意
継
続
の
加
入
に
関
す
る
ご
案
内
と
な

り
ま
す
。

　
船
員
保
険
の
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
に
な
る
た
め
の
条
件
は
、

次
の
２
つ
で
す
。

１
．
退
職
日
（
資
格
喪
失
日
の
前
日
）
ま
で
に
、
継
続
し
て
２
カ
月

以
上
の
被
保
険
者
期
間
が
あ
る
こ
と
。

２
．
退
職
日
の
翌
日
（
資
格
喪
失
日
）
か
ら
20
日
以
内
に
資
格
取
得

申
出
書
が
船
員
保
険
部
に
到
着
す
る
こ
と
。
疾
病
任
意
継
続

へ
の
ご
加
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
「
船
員
保
険
疾
病
任
意
継

続
被
保
険
者
資
格
取
得
申
出
書
」
を
退
職
日
の
翌
日
か
ら
20

日
以
内 

（
20
日
目
が
土
日
、祝
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）に
船

員
保
険
部
へ
郵
送
等
に
よ
り
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

　
　
　
な
お
、
申
出
書
の
到
着
が
上
記
期
限
を
過
ぎ
る
と
ご
加
入

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
　
１
　
加
入
期
間
は
最
長
で
２
年
間
で
す
。              

　

　
　
　
２
　
保
険
料
は
、
全
額
個
人
負
担
と
な
り
、
退
職
前
の
保
険

　
　
　
料
月
額
約
２
倍
が
目
安
と
な
り
ま
す（
保
険
料
月
額
に

　
　
　
は
上
限
が
あ
り
ま
す
）
。  

  
 
 
 
  
 

　

※
１
　
被
扶
養
者
が
い
る
場
合
は
別
途
、
添
付
書
類
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。  

 
 
  

 
 
 
 

　

※
２
　
退
職
日
の
確
認
で
き
る
書
類
の
コ
ピ
ー
を
添
付
い
た
だ
く

こ
と
で
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
の
資
格
喪
失
情
報
を
待
た
ず

に
、
す
み
か
な
保
険
証
の
発
行
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
※
船
舶
所
有
者
様
が
証
明
し
た
退
職
証
明
書
、
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
、
船
員
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
な
ど


